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北海道江別市大麻東町３０－１０ 

℡ 011－398－5081 

https://www.yumenomi.



◇運営について                              

保育所の名称   ゆめのみ保育園 

          所在地   北海道江別市大麻東町３０番地１０ 

運営主体 
社会福祉法人ふきのとう（法人代表者 理事長 波田英貴） 

住所 江別市大麻東町３０番地１０ 

施設等の概要 

開設年月日  ２０１９年４月１日 

敷地面積 2196㎡ 建物面積 1132㎡ 

構造 木造亜鉛メッキ銅板葺 2階建 

職員体制 

（令和 6年４月

予定） 

園長（保育士・幼稚園教諭免許保持者）１名 波田英貴 

事務長（中・高・特別支援教育教員免許保持者）1名 

※特別支援教育コーディネーター、小学校接続コーディネーター兼務 

主任保育士（保育士有資格者） １名 

保育士（保育士有資格者）1７名（非常勤含む） 

保育補助者１名（子育て支援員） 

調理員（保育士有資格者、子育て支援員含む）3名 

嘱託医 ウルトラ内科小児科クリニック   山崎 茂 医師 

嘱託歯科医 野幌ふじい歯科医院    藤井 あずさ 歯科医師 
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◇保育理念 

 乳幼児期の子どもの発達にとって大切なことは無条件に愛情を注がれることに他なりません。

あたたかい声、優しい手、あらゆる優しくあたたかいものにふれること。そのような関わり合い

の中で自尊感情が生まれ、人を信じ人を好きになる。このことが子どもの人間形成の土台とな

り、生活や遊びの中で自分の意思を持ち、自発的・意欲的に考えを生み出し、答えを見つける力

を育みます。将来、子どもたちを取り巻く社会環境が変化しても、自分らしく生きていく力を育

てる場所づくりを目指します。 

 

◇保育方針 

子どもの最善の利益を第一に考え保育を行う。（『子どもの権利条約』から） 

 

◇保育目標 

・子どもの一生涯にわたる人間関係の礎となる愛着関係の形成を大切にする。 

・くつろいだ雰囲気の中で情緒の安定を図り、意欲的に遊ぶ力を育む。 

・自然の恵みを受け、生活や遊びの中でたっぷりと五感を刺激し想像力豊かに育てる。 

・様々な体験を通して望ましい未来を作り出す力の基礎を培う。 
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入園にあたっての注意事項とお願い 
 

 

保育園は複数のお子さんが一緒に生活する場です。子どもたち全員の保育の

安全性や保育の質の向上のためには、保護者の皆さまのご協力が欠かせませ

ん。つきましては本園在園中は下記の事項についてご協力くださいますよう

お願いいたします。 
 

 

 

１．保育園の１日 

時刻 １，２歳 時刻 ３，４，５歳 

7:15～9:00 開園 

当園開始、健康視診 

自由遊び、片づけ 

7:15～9:00 開園 

当園開始、健康視診 

自由遊び、片づけ 

9:00～11:00 おやつ 

設定保育 

9:00～11:30 設定保育 

11:00～12;00 昼食・午睡開始 11:30～12:30 昼食・午睡開始 

15:00～18:15 順次起床、おやつ（15：00）、自由遊び 

順次降園 

18:15～19:15 延長保育開始 

おやつ 

延長保育終了 

  ※上記時間帯は大まかな目安であり、保育活動や子どもたちの成長などに伴い、変わる

ことがあります。年長児は年度途中より段階的に午睡がなくなる予定です。 
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２．毎日のお願い 

◭ 欠席・遅刻 については当日の朝９：００までに電話でご連絡願います。 

◭ 通常の登園は朝９：００までにお願いします。お子さんが集団での活動に

スムーズに入ることができるようにご協力ください。 

◭ 防犯上、9 時を過ぎますと施錠します。９時を過ぎる場合は、お子さんは

保護者の方の責任のもと、活動場所までお連れください。 

◭ 土曜日はお子さんを保育室まで連れてきてください。 

◭ お迎えの予定時間とお迎えにいらっしゃる方が通常と異なる場合はお知ら

せください。また、これらが変更になった場合はお早めに電話でご連絡く

ださい。 

◭ 連絡先がいつもと違う場合は、必ず登園時にお知らせ下さい。 

◭ その他、お子さんの様子が普段と違ったり気になったりすることがありま

したら、園にお伝えください。特に、朝お薬を飲んだ、肌の調子が違う（打

ち身、腫れ、湿疹等）、前日に予防接種を受けた場合はお知らせください。 

◭ 着替えや朝食等、お子さんの登園準備は保護者の方が行ってください。 

◭ 登降園時は保育士とやりとりの上、お子さんをお預けください。 

◭ 食べ物を食べながらの登園はご遠慮ください。 

◭ 保護者のいずれかのお仕事がお休みの日は家庭保育にご協力ください。 

 

３．健康面についてのお願い 

◭ お子さんによっては集団生活に慣れるまで、発熱や排尿便がいつものよう

にできない等、いろいろな様子が見られるかもしれません。登園前、帰宅後

のお子さんの健康状態には気を付け、何かありましたら保育士にお知らせ

ください。 

◭ 入園当初はお子さんの体力を考え、1 週間ほどの「慣らし保育」をお願い

しています。年齢などに応じて保育時間をだんだんと長くして、無理のな

いよう集団になじんでいく大切な期間ですのでご協力をお願いします。 

◭ お子さん本人と他の在園児のために、病気や病気が疑われるときはお休み

してください。園での保育中に発病した場合は、予定保育時間より早くお 

迎えをお願いすることがあります。（嘔吐、下痢が続く、ぐったりしている、

出血がひどい、痛がる、かゆがる、機嫌が悪い、顔色が悪い、食欲がない） 

                    ４ 



 

 

◭  体調に応じた個別の対応（病み上がりで外で遊ばない等）はできません。 

◭  在園中のきょうだいのいずれかが病気で家庭で看護される場合は、感染を

防ぐためにもきょうだいそろって家庭保育をお願いします。 

◭  在園中に３７．５℃以上の発熱がある場合は保護者の方へ連絡いたします 

のでお迎えをお願いいたします。 

◭  予防接種を受けた当日は、副反応が起こる可能性があるため、お預かりで 

きません。夕方早めにお迎えに来ていただき予防接種を受け、体調に変化

がなければ翌日の登園が可能です。 

◭  お子さんの身体と衣服はいつも清潔にしてあげましょう。爪はこまめに切

ってあげてください。 

◭  お配りしている「園でみられる感染症について」の用紙に記載のある病気

にかかった時は必ず受診して、その結果をお知らせください。 

◭  病院にかかる際は、保育園で集団生活をしていることを医師に伝えて、「感 

染する病気なのか」「登園してもよいのか」を医師に診断してもらってくだ

さい。 

    例）目ヤニが出ている    治るまで登園不可 

               うつらないので登園可    等 

  また、下記の事項をご確認の上、感染防止へのご協力をお願いします。 

① 病名のつく感染症 

（インフルエンザ、ウイルス性胃腸炎、コロナウイルス等）の場合 

➜診断後、園にご連絡ください。 

② 嘔吐、下痢などの症状がある場合 

➜発熱がなくても感染性のものである場合があります。病院を受診の上、

「感染するか否か」をご確認ください。また症状があるうちはお休みして

ください。    

◭ 伝染性の病気にかかった時の再登園については、かかりつけの医師の指示 

に従ってください。 

別紙「園でみられる感染症について」も参照してください。なお、原則的 に

登園を見合わせる必要のない病気であっても、疾患の重症度などにより登

園を見合わせていただく場合もあります。 

 

 

                  ５ 



 

 

◭ お子さんのお薬に関することは、別紙「お子様の与薬について」を参照してく

ださい。与薬は医療的行為ですので、確実な与薬を実施するためにお手続き

をお願いしています 

◭ 年２回、園医による健康診断と、年 1回の歯科検診を行います。 

◭ 定期的に身長・体重を計測し、結果を保護者の方にもお伝えします。 

 

４．給食について 

◭ 江別市立保育園の献立表を基本とした献立で栄養等バランスの良い給食を提

供します。 

 

〇1歳・2歳 

・昼食（主食と副食）、午前と午後のおやつを提供します。 

・必要なもの…乾いたおしぼり 3枚とエプロン 3枚、使用済みのものを入れる 

          ビニール袋 

〇３歳・4歳・5歳 

・昼食（主食と副食）、午後のおやつを提供します。 

・必要なもの…はし・スプーン・フォークなど 

(その日の献立に合わせて準備してください) 

乾いたおしぼり 1枚とおしぼり入れ 
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５．持ち物・服装等について 

◭ 持ち物にはお子さんの名前をご記入ください。 
 

◭ 通園バッグは、お子さんの身体の大きさに合ったものをご用意ください。

キーホルダー等の飾りは 1 つまでにしてください。１、２歳のお子さんは

必要に応じてご用意ください。 
 

◭ 3 歳以上のお子さんは毎日清潔なハンカチを持たせてください。移動ポケ

ット、ポシェット等の小物は使用しないでください。 
  
◭ 水飲みやうがいに使用するコップを持たせてください。コップは巾着袋な

どに入れ毎日持ってきてください。 
 

◭ お昼寝用にフェイスタオル、かけ布団として使うもの（タオルケット、薄手

の毛布、バスタオル等）をご用意ください。フェイスタオルは毎日、かけ布

団として使うものは毎週末持ち帰り、お洗濯をお願いします。 
 
◭ 着替え用にトレーナー、シャツ、ズボン、パンツ、靴下、紙おむつ（必要な

お子さん）をそれぞれ必要枚数用意してください。汚れた衣類等を入れる

ビニール袋もご用意ください。 
 

◭ 紙おむつを使用のお子さんは、おしりふきをご用意ください。 
 
◭ 安全確保のため、個人のおもちゃなどはお持ちにならないようにお願いし

ます。 
 

〇服装について 

◭ 動きやすい服装・着脱しやすい服装を基本とし、安全面にも配慮をお願い

します。髪の毛の長いお子さんは結んでください。 
 

◭ アクセサリーのついた洋服、ひもやフード付きの洋服、ヘアピン、硬い髪飾

りは危険防止のため避けてください。 
 

◭ ホック付きのズボン、背中にボタンのついた服等、自分で着脱できない服 

は避けてください。（自分でやりたい気持ちを妨げてしまう可能性があるた

めです。） 

 
７ 



 

 

◭ 通常、使用しました衣類はそのままお返しします。便や嘔吐物、血液などで 

汚れた衣類についても、園では洗濯しないこととしています。これは二次

的な感染のリスクを最小限におさえるためです。汚れ物はビニール袋に入

れてお返しします。園内での感染予防のため、ご協力願います。 
 

◭ 保育中、戸外遊びやお散歩に出かけますので、はきなれた靴での登園をお 

願いします。サンダル、クロックスなどは避けてください。 

冬靴は安全上スパイクのついていないものにしてください。 

上靴は、底裏が黒いもの、光る靴は避けてください。 
 

◭ 衛生面、靴擦れ防止の観点から、靴下を着用ください。 
 

６．その他のお願い 

◭ 長期でお休みされる場合は、決まり次第お早めにお知らせください。 

◭ 退園が決まり次第、お申し出ください。卒園による退園は除きます。 

◭ 引っ越し、転勤、転退職などにより、連絡先が変更になる場合はお早めにお 

知らせください。携帯電話の番号が変わる場合も、すぐにお知らせください。 
 

◭ 当園内、行事等において撮影された写真・動画をはじめ、保育園や園児に関

わる画像・動画は個人的に楽しんでいただくためのものであり、不特定多数

の閲覧の可能性のある媒体への掲載・販売等は禁止させていただきます。 
 

◭ 園内で携帯電話での通話はお控えください。 
 

７．緊急時の対応について 
 
◭ 急な病気やケガの場合、緊急時カードに記載のある連絡先を見てすぐに保

護者の方へ連絡をさせていただきますが、連絡が取れない場合は園の判断

で病院を受診する場合があります。 

 

８．災害発生時について 

地震、火災などの災害発生時の避難場所は 

① 大麻東公園 ②大麻東小学校 

となっています。園からの連絡に従い、速やかにお迎えに来てください。 

◭ 災害発生時等の緊急時には携帯メール連絡システムを使いますので登録を

お願いします。 
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９．虐待について 

 保育園は児童福祉施設であり、虐待の疑いを発見した時には関係機関への 

通報等、「虐待防止対応マニュアル（北海道）」に則り、対応していきます。 

 

１０．延長保育について（登録制） 
  保育園では保護者のみなさまの就労形態の多様化、通勤時間の増加等により

通常の保育時間を越えてやむを得ず保育が必要なお子さんを対象に、延長保

育を行っています。延長保育は、登録制となっておりますので、事前の登録申

込みが必要となります。また、保育認定の種類によって利用時間、保育料が異

なります。ご利用の際は、事前にご連絡ください。 

【標準保育認定の方】 

◭ 18:15までの保育時間を超えて保育が必要となるお子さんが対象です。 

◭ 18:15～19:15までの 1時間で、お子さん 1人につき 200円です。 

【短時間保育認定の方】 

◭ 8:15～16:15の保育時間を超えて保育が必要となるお子さんが対象で、 

利用時間によって保育料が異なります。 

○A 7：15～8：15 ○B 16：15～17：15  

○C 17：15～18：15 ○D 18：15～19：15        

A・B・Cの時間帯・・・各 100円        Dの時間帯・・・200円 

◭ 利用料は納入袋に現金を入れて直接、保育園にお納めください。 

１１．保険について 

◭ 公益社団法人全国私立保育園連盟ほいくのほけんに加入します。 
 

１２．実費徴収について 

◭ 3歳児以上のお子さんは、原則 1か月 5,500円の給食費（副食、おやつ）を

徴収します。（減免対象の場合は 600円）毎月給食費納入袋に現金を入れ

て、保育園にお納めください。 
 

◭ お子さん個人の持ち物とするカラー帽子、文具等や遠足等保育活動でかかる

交通費や入場料・使用料等の実費は都度、納入袋に現金を入れて、保育園に

お納めください。 
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